
別紙３(①)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
(単位:円)

0
( 0 )

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

0

区
分

借入先 拠点区分 元金償還補助金
支払利息

当期支出額 利息補助金収入
返済期限

0 0 0 0 0合計 0

借入金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

期首残高
①

当期借入金
②

当期償還額
③

差引期末残高
④＝①＋②－③

(うち１年以内償還予定額)

利率
％

使途
担保資産

種類 地番または内容 帳簿価額



別紙３(②)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
(単位:円)

寄附金収益 660,603 660,603
遺志金収益 1,120,000 1,120,000

0 1,780,603 0 1,780,603 0

0 1,506,470 0 0 1,506,470
0 3,287,073 0 1,780,603 1,506,470

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
　　　２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
　　　　元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
　　　　固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
　　　３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
　　　「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

寄附金収益明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

法人・地域福祉事業
在宅福祉サービス事

業

合計

寄附者の属性
区
分

件数 寄附金額 うち基本金組入額
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

経
常

区分小計

固
定

区分小計



別紙３(③)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
(単位:円)

1,098,434 1,098,434 431,910 666,524

1,098,434 0 1,098,434 0 431,910 666,524
【地域福祉職員補助金収益】 7,469,000 7,469,000
【福祉活動専門員設置費補助金収益】 4,279,000 4,279,000
【ボランティアコーディネーター補助金収益】 5,010,000 5,010,000
【金銭管理財産保全事業補助金収益】 65,000 65,000

0 0 16,823,000 0 16,823,000 0

0 0 90,000 0 90,000 0
【一般募金配分金収益】 2,591,145 2,591,145
【災害援護金配分金収益】 40,000 40,000

0 0 2,631,145 0 2,631,145 0
1,098,434 0 20,642,579 0 19,976,055 666,524

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
　　　　　保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
　　　　　医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
　　　　　設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
　　　　　　なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
　　　２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
　　　　　また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補
助
金

区分小計

共
同
募
金

区分小計
合計

都
道
府
県

区分小計

市
区
町
村

区分小計

補助金事業等収益明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

補助金事業に係る
利用者からの収益

うち国庫補助金等
特別積立金積立額 法人・地域福祉事業

在宅福祉サービス事
業

交付団体及び交付の目的
区
分

交付金額 交付金額等合計
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳



別紙３(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書
(単位:円)

繰入元 繰入先

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書
(単位:円)

繰入元 繰入先

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分名
繰入金の財源(注) 金額 使用目的等

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

事業区分名
繰入金の財源(注) 金額 使用目的等



別紙３(⑥)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
(単位:円)

前年度末残高 2,000,000 2,000,000
第一号基本金 2,000,000 2,000,000
第二号基本金 0
第三号基本金 0
当期組入額

0 0
当期取崩額 0 0

0 0
当期組入額

0 0
当期取崩額 0 0

0 0
当期組入額

0 0
当期取崩額 0 0

0 0
当期末残高 2,000,000 2,000,000

第一号基本金 2,000,000 2,000,000
第二号基本金 0
第三号基本金 0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
　　　２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
　　　　　②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
　　　　　③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
　　　３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、
　　　　　合計額のみを記載するものとする。

第
三
号
基
本
金

計

計

計

計

基本金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

区分並びに組入れ及び
取崩しの事由 法人・地域福祉事業

第
二
号
基
本
金

計

計

第
一
号
基
本
金

合計
各拠点区分ごとの内訳



別紙３(⑨)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
拠点区分　法人・地域福祉事業

(単位:円)

目的使用
1,759,822

( ) ( )
969,444

( ) ( )
2,729,266 0

( 0 ) ( 0 )

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

賞与引当金 2,060,267 2,060,267 1,759,822

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

その他
期末残高 摘要

退職給付引当金 12,620,348 13,589,792

計
14,680,615 2,060,267 15,349,614



別紙３(⑫)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
拠点区分　法人・地域福祉事業

(単位:円)

福祉基金 40,037,834 266 40,038,100
経営安定積立金 2,691,310 2,691,310
療養費事業積立金 2,000,009 9 2,000,000
くらしの資金積立金 3,940,540 2 2 3,940,540
社協退職金積立金 530,005 80,004 610,009

計 49,199,698 80,272 11 49,279,959

(単位:円)

退職給付引当資産 12,620,348 969,444 13,589,792
基金積立資産 40,037,834 266 40,038,100
経営安定化積立資産 2,691,310 2,691,310
社協退職金積立資産 530,005 80,004 610,009

計 55,879,497 1,049,714 0 56,929,211

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期
　預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金･積立資産明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高



別紙３(⑬)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
拠点区分　法人・地域福祉事業

(単位:円)

繰入元 繰入先
法人運営事業 地域福祉事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用 1,000

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

サービス区分名
繰入金の財源(注) 金額 使用目的等



別紙３(⑭)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
拠点区分　法人・地域福祉事業

(単位:円)

合計 0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在

貸付サービス区分名 借入サービス区分名 金額 使用目的等



別紙３(⑨)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
拠点区分　在宅福祉サービス事業

(単位:円)

目的使用
2,882,852

( ) ( )
1,571,274

( ) ( )
4,454,126 0

( 0 ) ( 0 )

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

賞与引当金 2,941,877 2,941,877 2,882,852

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

その他
期末残高 摘要

退職給付引当金 6,843,752 8,415,026

計
9,785,629 2,941,877 11,297,878



別紙３(⑫)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
拠点区分　在宅福祉サービス事業

(単位:円)

人件費積立金(措置) 15,000,000 15,000,000
修繕積立金(措置) 5,000,000 5,000,000
施設・設備整備積立金(措置) 10,000,000 10,000,000
介護保険積立金 36,174,677 613 36,175,290

計 66,174,677 613 0 66,175,290

(単位:円)

退職給付引当資産 6,843,752 1,571,274 8,415,026
人件費積立資産(措置) 15,000,000 15,000,000
修繕積立資産(措置) 5,000,000 5,000,000
施設整備等積立資産(措置) 10,000,000 10,000,000
介護保険積立資産 36,174,677 613 36,175,290

計 73,018,429 1,571,887 0 74,590,316

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期
　預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金･積立資産明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高



sa-b 別紙３(⑬)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
拠点区分　在宅福祉サービス事業

(単位:円)

繰入元 繰入先
自立支援訪問介護事業 訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用 9,219,000

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

サービス区分名
繰入金の財源(注) 金額 使用目的等



別紙３(⑭)

社会福祉法人名　社会福祉法人辰野町社会福祉協議会
拠点区分　在宅福祉サービス事業

(単位:円)

合計 0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在

貸付サービス区分名 借入サービス区分名 金額 使用目的等


